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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. の : 意  と  
2. な の : 対人関係の 、 業上の  障害、 い

 
3. 度: もの の で も いもの ADHDの 度に関し

は、 期の 供の よ 3-5 が 断 を たす。 と
の研 は、 が 3:1の を し いる。 いことに、
人の場合には、 の が 供のときよりも なる。こ

は、 供のときには、 と が となるた に の
が とし 事 するが、 人になると 意が の
となるた に が っ ると いる。 

4. が 人になっ も こと よ 70%の が 期
も を っ いることが いる。 た、30-50 が

に するような を っ いると いる   

2 

ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder  

意 / 意 )  
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• DSM の でのADHD 断の  

• 人期のADHDの と 断  

• DSM-5 の の 断 の ト 

• 人の とし のADHD 
障害 よ  

•  

•  

1 

ADHD  
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DSM  
ADHD  
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   DSM-I 「 応」(reaction) の か を  

1968  
   DSM-II 「 応」の を し、「障害」を10 に  
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1994  
   DSM-IV ICD-10との 合 を 慮 

2000  
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2013  
   DSM-5発  
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意  

合  18 6 6 
意  9 6 0-5 

 9 0-5 6 

A. (1)か(2)の か  
(1) の 意の のう 6つ 

たは 上 が な とも6 したことがあり、
の 度は 応的で、発達の に 応しないもの   

(2) の の のう 6つ たは 上 が な
とも6 したことがあり、 の 度は 応的で、発達
に 応しない。 

意  
(a) 業、 事、 たは の の に い 、し し に

意することができない、 たは 意な いをする。 
(b) たは の で 意を し けることがし し

である。 
(c) 話しかけ たときにし し い いないように る。 
(d) し し に 、 業、 事、 たは職場での をや

り ることができない 的な 、 たは を理 で
きないた ではな 。 

(e) や を ることがし し である。 
(f)  業や のような 的 力の を要する に 事

することをし し ける、 う、 たはいやいや う。 
(g) や に必要なもの も 、 の 、 、

、 たは をし し な し し う。 
(h) し し か の によっ す が っ し う。 
(i)  し し の を ける。 

  
(a) し し を と かし、 たはいすの上でも も する。 
(b) し し や、 の 、 っ いることを要 る で を

る。 
(c) し し 、 な で、 に り ったり い 上ったり

する。 たは 人では かない の の に
るかもし ない  

(d) し し かに り につ ことができない。 
(e) し し っとし いない 、 たは るで で か

るように する。 
(f)  し し し りす る。 

 
(g) し し が る に出し けに し う。 

 
(h) し し を待つことが である。 
(i) し し 人を 害し、 する 話や ー に する 。 

B たは 意の のい つかが7 に し、障害を き こし いる。  
C こ の による障害が2つ 上の たは職場 と に い する。 
D 的、 業的、 たは職業的 に い 、 的に しい障害が するという な が しなけ な ない。 
E の は 発達障害、 合 、 たは の 障害の 過 にの こるものではな 、 の 障害、

障害、 障害、 たは ー テ 障害 ではう ない。 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. が 過とともに する。 

2. 人のADHDの が いない。 人と もの 断
に必要な が である。 人では の が っ も
impairment障害が なっ いない。 

3. 発 の が 的。 
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 DSM-IV-TR  DSM-   
A. (1)か(2)の か  

 
A. (1) よ たは(2)によっ け る、 意 よ たは - の

的な で、 たは発達の になっ いるもの  
(1) の 意の のう つ たは

上 が な とも 上 い
たことがあり、 の 度は 応的で、
発達の に 応しないもの  

 
(1) 意 の のう つ たは 上 が な とも 上 したこと

があり、 の 度は発達 に 応で 的 業的 職業的な に 、 を
す である。 

の は なる 的 、 、 意の ではな 、 や を理 が
できないことでもない。 期 期 よ 人 17 上 では、 な とも つ
上の が必要である。  

(a) 業、 事、 たは の の に い
、し し に 意することができ

ない、 たは 意な いをする。 
(b) たは の で 意を する

ことがし し である。 
(c) 話しかけ たときにし し い

いないように る。 
(d)し し に 、 業、 事、

たは職場での をやり ることがで
きない 的な 、 たは を理
できないた ではな 。 

(e) や を ることがし し
である。 

 
(f) 業や のような 的 力の

を要する に 事することをし し
ける、 う、 たはいやいや う。 

(g) や に必要なもの(たと も
、 の 、 、 、 な
をし し な し し う。 

(h)し し か の によっ す が
っ し う。 

(i) し し の を っ い。 

 
(a) 業、 事、 たは の の に、し し に 意をすることができない、 た

は 意な いをする。 を 過 したり、 し し う、 業が で
ある  

(b) たは の に、し し 意を することが である。 、
話、 たは 時 の に し けることが しい  

(c) 話しかけ たときに、し し い いないように る。 かな 意を
すものがない で 、 が こか にあるように る  

(d)し し に 、 業、 事、職場での をやり ることができない。
を るがす に できな なる、 た に する  

 
 

(e) や を ることがし し である。 の を することが
しい、 や を 理し ことが しい、 業が で と りがない、時

の 理が 、 りを ない  
(f) 的 力の を要する 業や 、 期 期 よ 人では の

、 に な 入すること、 い を すこと に 事することをし し
ける、 う、 たはいやいや う。 

(g) や に必要なもの 、 、 、 、 、 、 、 、
話 をし し な し し う。 

 
(h)し し か の 期 期 よ 人では 関係な も る によっ す

に が っ し う。 
(i) し し の 事を すこと、 いをすること、 期 期 よ 人で

は、 話を り しかけること、 の い、 合の を ること を っ い。 

スライド8
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8 

 
(2) の - の のう つ

たは 上 が な とも
上 いたことがあり、 の 度は

応的で、発達の に 応しないもの  

 
(2) よ の のう つ たは 上 が な とも 上

したことがあり、 の 度は発達 に 応で 的 業的 職業的な に
、 を す である。 

の は、 なる 的 、 、 意の ではな 、 や を理
ができないことでもない。 期 期 よ 人 17 上 では、 な とも つ
上の が必要である。 

 
(a)し し を と かし、 た

はいすの上でも も する。 
(b)し し や、 の 、 っ いるこ

とを要 る で を る。 
 

(c) し し 、 な で、 に り
ったり い 上がったりする
たは 人では かない の

の に るかもし ない 。 
(d)し し かに り につ

ことができない。 
(e)し し っとし いない 、 たは

るで で か るように
する。 

(f) し し し りす る 

 
(g)し し が る に出し けに

し う 
(h)し し を待つことが である。 
(i) し し 人を 害し、 する たと

話や ー に する 。 

 
(a)し し を と かしたりト ト いたりする、 たはいすの上でも も

する。 
(b) につい いることが る場 でし し を る。 、職場、 の

の 業場 で、 たは こにと ることを要 る の場 で、 の場 を
る  

(c) な でし し り ったり い ったりする。 たは 人では、
かない の に るかもし ない  

 
 

(d) かに り につ ことがし し できない。 
 

(e)し し っとし いない たは、 るで で か るように する。
スト や に 時 と ることができないか たは に る の人

達には かないとか、 にいることが と るかもし ない  
(f) し し し りす る。 

 
(g)し し が る に出し けに し う。 の人た の の き

を っ し う 話で の を待つことができない  
(h)し し の を待つことが である。 に でいるとき  
(i) し し 人を 害し、 する。 話、 ー 、 たは に する に

か に たは を に 人の を い るかもし ない たは 人では、
人のし いることに 出したり、 りすることがあるかもし ない  
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B .  意 たは の のう
い つかが1 2 になる か し

いた。 
 
C .  意 たは の のう

い つかが つ 上の 、
、職場 人や といるとき

の の に い する。 
 
D .  こ の が、 的、 業的、 た
は職業的 を な せ いる、 たは
の を せ いるという な
がある。 

 
E .  の は、 合 、 たは の
の 障害の 過 にの に こるもの
ではな 、 の 障害 、
障害、 、 、 ー
テ ー障害、 たは では
う ない。 

B .  - たは 意の のい
つかが に し、障害を き
こし いる。 

 
C .  こ の による障害が2 つ 上の
に い たと [ たは 事] と

する。 
 
  
D .  的、 業的 たは職業的 に い

、 的に しい障害が するとい
う な が しなけ な ない。 

 
 
E .  の は 発達障害、 合 、

たは の の 障害の 過 にの
こるものではな 、 の

障害、 障害、 障
害、 たは ー テ 障害 ではう

ない。 
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10 

 
314.01 F90.2  過 6 、 A1

意 と A2 — をともに たし い
る場合 
314.00 F90.0 意 過 6 、
A1 意 を たし いるが、 A2 —

を た ない場合 
314.01 F90.1 — 過 6
、 A2を たし いるが、 A1を た ない場合 

 
す  

はす の を たし いたが、過 6
はより ない を たし り、かつ の が、
的、 業的、 たは職業的 に も障害を し

いる場合 
 

 
断を すのに必要な 上の があったとし

も な 、 がもた す 的 たは職業的 の障
害は かでしかない。 

たは 障害は、「 度」と「重度」の に
ある。 

断を すに必要な 上に の がある、
たは、い つかの が に重度である、 たは、 が
的 たは職業的 に しい障害をもた し いる。 

 
過 6 、A1とA2の

をともに たし いる場合。 
   

意 過 6 、
A1を たすが A2を た

ない場合。 
   

過 6
、 A2を たすが A1

を た ない場合。 
 

* に 期 よ 人で) 、
を に た ない をも

つ者には と す き
である。 

スライド10



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-121

スライド11

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

11 

ADHD DSM-IV-TR
DSM-5 点 

1  http://www.dsm5.org/Documents/ADHD%20Fact%20Sheet.pdf 

DSM-IV-TR DSM-5 

が必要な 
発 と  

 
発 時の障害 

7  
い つか Some  

 
必要 

12  
い つか Several  

 
必要なし 

断に必要な  6  17  6  
17 上 5  

断に必要な場 は職場
と  

、 、職場、 
人や と のとき、 
あるいは の の  

発達障害との  なかった ASDとの が た 
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発 によっ の
重 度、 の出
ー には がなかった 

12 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 

VOLUME 53 NUMBER 7 JULY 2014 

スライド12 DSM-5 後の有病率の変化
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12 
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY 

VOLUME 53 NUMBER 7 JULY 2014 

発 によっ の
重 度、 の出
ー には がなかった 
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DSM-IV 

、 、 、 χ 2

意
をな す
し ける事が
っ い

話を けない
に対する の

す が っ し う
力を必要とするものを ける

事の が
をやりと ることが出 ない

よ
に 的で きがない

っとし い ない
かな に 事するの事が

する、も も する
す に を る  
し りす る

が る に る
人の を る
を待つ事が

意
よ

合
ー の 合は であり、 重 は い いない

意な には を は で
度

意 障害
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14 

断に必要な を 
6 か 5 に  
せたことで が 

27% 。 
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14 

断に必要な を 
6 か 5 に  
せたことで が 

27% 。 

ADHD症状項目数とDSM-5 の成人ADHD症状項目の診断への
インパクト
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不注意症状と診断および 
機能障害との相関が高い 

15 
Matte et al Psychol Med 2014 

成人の ADHD 症状と ADHD 診断と機能障害との相関
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15 
Matte et al Psychol Med 2014 

不注意症状と診断および 
機能障害との相関が高い 
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  DSM-5 
(%) 

DSM-IV-TR 
(%) χ2 OR 

業、 事、 たは の の に い 、し し に 意をすることができない、
たは 意な過 を かす。 を 過 したり、 し し う、 業が
である  

76.6 73.2 1.39 1.42 

たは の で 意を することがし し である。 、 話、
たは 時 の に し けることが しい  79.9 60.7 33.06* 6.11 

話しかけ たときにし し い いないように る。 かな 意を
すものがない で 、 が こか にあるように る  58.2 49.4 7.74† 2.17 

し し に 、 業、 事、 たは職場での をやり ることができない。
を るがす に できな なる、 た に する  77.7 70.2 7.71† 2.50 

や を ることがし し である。 の を することが
しい、 や を 理し ことが しい、 業が で と りがない、時

の 理が 、 りを ない  
73.9 73.1 0.11 1.11 

的 力の を要する 業や 、 期 期 よ 人では の
、 に な 入すること、 い を すこと に 事することをし し

ける、 う、 たはいやいや う。 
71.5 64.0 9.00* 3.00 

や に必要なもの 、 、 、 、 、 、 、 、
話 をし し な し し う。 63.6 58.2 5.83 2.63 

し し か の 期 期 よ 人では 関係な も る によっ
に 意を る。 70.0  67.9 0.61 1.28 

し し の 事を すこと、 いをすること、 期 期 よ 人で
は、 話を り しかけること、 の い、 合の を ること を っ い。 67.2 65.1 0.64 1.29 

DSM-5 = の 断 5  DSM-IV-TR = の 断 4   
  OR =  †p .05 p .003 

D S M - 5 での 意 の に けるD S M - I V - T R との の  

DSM-IV-TR と DSM-5 における有病率の違い
成人物質関連障害の国際比較から

DSM-5 における例の追加による症状出現率の変化
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の によっ かであるが 
的に があるような 
出 の る。 

18 

の によっ かであるが
的に があるような
出 の る。

  DSM-5 
(%) 

DSM-IV-TR 
(%) χ2 OR 

し し を と かしたりト ト いたりする、 たはいすの上でも も
する。 46.9 48.5 0.76 0.96 
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の 業場 で、 たは こにと ることを要 る の場 で、 の場 を る  38.4 29.1 11.26* 2.92 

な でし し り ったり い ったりする。 たは 人では、
かない の に るかもし ない  18.4 15.1 2.13 1.73 

かに り につ ことがし し できない。 28.5 21.8 4.92† 1.89 

し し っとし いない たは、 るで で か るように する。
スト や に 時 と ることができないか たは に る の人

達には かないとか、 にいることが と るかもし ない  
27.8 27.8 0.00 1.00 

し し し りす る。 42.1 44.2 0.71 0.75 

し し が る に出し けに し う。 期 期 よ 人で
はa、 の人た の の きを っ し う 話で の を待つことができない  40.6 40.6 0.00 1.00 

し し を待つことが である。 に でいるとき  30.3 30.7 0.03 0.94 

し し 人を 害し、 する。 話、 ー 、 たは に する に
か に たは を に 人の を い るかもし ない たは 人では、
人のし いることに 出したり、 りすることがあるかもし ない  

46.2 50.0 1.80 0.67 

D S M - 5 での の に けるD S M - I V - T R との の  

DSM-5 = の 断 5  DSM-IV-TR = の 断 4   
  OR =  †p .05 p .003 
a DSM-5 とは なる 
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1. 障害  過度の 応あるいは きのな に
よる  

 

2. 事の き いが しい、 の が い、 事
に がある い い し う 

 
ADHDは 期には には 断できない。しかし、ADHDの を つ
の よ 1/3は、 かの があったことを いる。し し

いることは、し し い 、な るのが しいという
ことである。 

19 

ADHD   

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

意 は 期に発 する。い つもの が12 になる
に出 するという要 は、 期に な があることの重

要 を し いる。 期の を 人になっ か することは
信頼 が い 向があり、 的な を ることが である。 
この障害の は の で する必要がある。 、 の
に ける実 的な の は、 の で の人を いた人に
を ることなしには に ない。 は、 た

に ける によっ は なる。この障害の は、 な
に対し のた た に が る場合、 な 理 にある
場合、 な 、 に のある に 事し いる場合、 し
た 的な がある場合 を介し 、 たは 対 で
の で対応し いる場合 、 か たは しな
いかもし ない。 

20 

 
DSM-5, 2014  
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1. きの に かしようと し いる。い なものに ったり、 っ
たりする  

2. ことを ない  
3. が し し も を したり、 の 供に を せたりする  
4. の 意を こうとする 
5. うことを かない に の  
6. い を こす の 供より、 度、 度 し 時 の点で なる  
7. 発達上 を するのに ト の  
8. い 時 あるいは な の ー  
9. や の発達の  
10. の ー ーを ったりすること  

の3-4 の 供は、し し ADHDと 関係のinattentionやoverreactionを すことがある。 
っ 、ADHDの をす つ3 が か を っ いるかの をすることは し

いことがある。しかし、 期 より重 のhyperactivityを す 供は、 期になっ も
障害、発達障害や での を けることが いる。 っ 、この時期の
hyperactivityは、ADHDの の で、 にADHDの 断を せるものとなる。 た、
ADHDの とし この時期に るものに がある。ADHDを つ 供には、
、 、 し 的な が に つかるという がある。 

この時期にADHDの 断を うときには、DSM-IVが要 し いる の 期 よりも
することを する。時とし 、 供た が につ が し い かを か る

必要がある。 
21 

ADHD  

スライド22
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1. が りやすい 
2. たものと関係ないことをし し う 
3. 力を できない 
4. 的である 
5. 的な をする 
6. け し う 
7. 達とう やっ いけない 

この時期は、もっとも 的なADHDの が る時期である。 の では、
の 供が も にADHDと 断 る ー である。 供た は、 しい や要

に する。 で、 業 に っ いること、 の に い、 の 意を の の
供た と することが る。こ の は、 業 が には ったものであると

る 向にある。 供た にとっ が しす たり、 す たり、 と きや
す なる。この 、 供た が の した を けることが 害 る。 
た、この時期のADHDを つ 供た は、 業や対人関係の がう いかなことか 、

Low self esteemや うつをきたすこともある。 
この時期のADHDを つ 供た は、 の を す。こ は、 に の きの
な に る 上の behavioral impulsivity と、 き な の 上の

cognitive impulsivity)に け る。 
上の social skill)の障害はこの時期に かになっ る。しかし、ADHDの 供た

は、Social skillを できないのではな 、Social Skillを必要と る場 で を うことが
できないというに過 ない。したがっ 、 の場 で重要になるの が の スで
Social skillをト ー するよりも、 や ー の でト ー をすることに意 が
ある。 
 

22 

-12
ADHD  
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1. 的な での の する で、 的な の  
2. 業や の り の のないこと 
3. や での  
4. りや 的な  
5. 者との の  
6. 人関係の  
7. い  
8. うつ 
9. 力 

期になると か た は るものの、 的な きのな が し になっ い
。 た、 での も するが、 と の での は し る。
意力のな も の る。 期では に な の り に対し の が

ることがし し ある。たと 、 つの スでは に 的な を せるが、 の ス
では な を し うこともある。 た対人関係上の もし し るように
なる。 に、 の 、 力 、 うつ はし し うつ との 上 となる。

者との の や り等の は、 障害や 障害との が必要となっ い 。 

23 

ADHD  
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 時の 断 の 点 
• 意、 、 の と出 の  
• 的 障害 障害、 障害な 、 障害や
障害な の の  

• 的 力、 力や 力、 力、 人関係の 、 の
や の 力な の    

的な の必要  
断に できる 的 ー ーが いない  
との が必要である 

の 断 、 や による 、 者 の 、 な を
実施 

「 ー ®  18 , 27  」より  
24 
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いないもの 
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26 

ADHD  

ADHD  
障害 

40% 

/ 障害 

38% 
障害 

14% 

N=579 

Tic 
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38%14%

11%

38%38%38%

ADHD 

31% 
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• Quality of life の 者の 、 理、 的な
よ の 度を す の well-being に関
する  

 

• Functional impairmentの  : に関 する を
う 力の  

27 

ADHD Quality of Life 
(QOL)  
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28 

 
るADHD  

 
の  

3-5x ↑ の あるいは 11,12  
2-4 x ↑ の 13 

 
 : 
2 X ス 8 
期発 9 

の の 10 

や職業上の  
 

46% 6 
35% 6 
い職業的 7 

医 上の  
50% ↑ 事 1 

33% ↑ 2 
2-4 x 事 3-5 

 
↑ の 14 

 よ  
↓ 14 

1. DiScala et al., 1998;  2. Liebson et al., 2001;  3. NHTSA, 1997;  4-5. Barkley et al.,1993; 1996; 
6. Barkley, et al., 1990; 7. Manuzza et al.,1997;  8. Biederman et al., 1997;  9. Pomerleau et al.,1995 
10. Wilens et al.,1995; 11. Barkley, Fischer et al.,1991; 12. Brown & Pacini, 1989; 13. Mash & Johnston, 1983; 
14. Noe et al.,1999. 
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29 

ADHD
 

European survey of parents of children with ADHD (n=910) and without ADHD (N=995). 
*† P<.0001. 

0 20 40 60 80

過 な要 意  

的  

的 的  

の きこもり 

ス  

と ない  

なし 

ADHDなし 

ADHD
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30 

      

AD/HD を な のた の 度 

VADTRS ª, VADPRS b 
(Vanderbilt ADHD Diagnostic Parent Rating Scale; Vanderbilt 
ADHD Diagnostic Teacher Rating Scale) 

6-12 Yes No No 

SNAP-IV (Swanson, Nolan, and Pelham-IV Questionnaire) 5-11 Yes No No 

AD/HD の 度 

ACTeRS c (Attention Rating Scale) 5-13 Yes Yes No 

Conners 3 (Conners 3rd Edition) 6-18 Yes Yes No 

DSM-based symptom inventories,  
ECI d(Early Child Symptom Inventory),  
CSI e (Child Symptom Inventory),  
ASI f (Adolescent Symptom Inventory) 

3-17 Yes Yes No 

ADDES-3 g 
(Attention Deficit Disorder Evaluation Scale-Third Edition) 4-18 Yes No No 

ADHD-SRS h (ADHD Symptoms Rating Scale) 5-18 Yes No No 

ADHD RS-IV (ADHD Rating Scale-IV) 5-18 Yes Yes Yes 
AD/HDの 時 に ける 度 

DPREMB-R 
(Daily Parent Rating of Evening and Morning Behavior-Revised) 6-12 Yes No   

AD/HDの  
WFIRS I (Weiss Functional Impairment Rating Scale) 6-18 Yes Yes No 

評価スケール
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教師の評価　Teacher Rating Scales
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過 と なる を
 

(ATX はOROS-MPHの 
) 

 

の 入 

OROS-MPH はATXの 
 

 

の の  

 

 

 

 

  
 

AD/HD
 

2  

AD/HD
と 

 
 

の  

AD/HD
と 

 
 

の がない は6 上18 の  

13 上な  

 

1  

3  

4  

 

2  

 

   意 -ADHD-の 断
 4  う 2016 より  

OROS-MPH ート( ) ATX ト キ  

Guanfacine 

併存症を伴わないADHDの薬物療法
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事者 の と、 者の といった の意 を意
に り入 、 事者と 者が 等に を し い  

者は、 の 事者の を 慮に入 な を  

者は の場の に応 応 に る い、 事者の提 に関す
るやり りのなかか 意 を う 

スが重要な で し いる 

事者は 者か 重 いると 、 信が し、 の
ー が なる  

実 の ではすでに いる場合が いが、 いについ 意 する
ことが重要 

医 テキスト 2004を  

34 

 
意 SDM  
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35 

 

Charles C. et al. Soc Sci Med, 1999を  

 
 SDM  

 

 向 と  向  向 と  

向 医 者 
医 者 
   も 
   の  

医 者 

 医 的 医 的、 人的 医 的 

 ない   

 医 か 
医 の医  

医 事者 力な
者が ることも  

事者 力な 者が
ることも  

的  医  医 + 事者 事者 
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36 

Ahmed R, et al. Res Social Adm Pharm 2016 Mar 3. pii: S1551-7411(16)00047-4. doi: 
10.1016/j.sapharm.2016.01.009. [Epub ahead of print]  より  

• SDM のた の ストを いた の に 
ける 者の の  対  

AD/HD の 者17  
 

SDMを 的に実施するた 、
の7 にquestion prompt list QPL

を し を し も った。 の
、 の の でSTAIによ

り の を った。 

QPL よ の の に 
の を スト。 断、 、

、 な に関し の スト。 者
か 医 の を にし、医 との

ケー とSDMを するた に
たもの。 

STAI により を する
度で、ス が い が いこと
を す。 

n=17  
* p 0.05 vs paired-samples t test  

不

状
の

い 
 

 

  
0 

40 

 

30 

20 

10 

32.4 

* 

28.2 

QPLを することで、 は で
断をすることに を ること

はなかった。 

SDM強化のための質問リストの効果：
AD/HD患児の保護者を対象とした調査（海外データ）
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37 

る
ADHD  

ADHDの  
意 ADHD の 断 より  
は、ADHDの を のように ることを する。

は し ADHDの3 が にな なることに のではな 、 の
の に い や に ける 的な 応 が し、ADHD

を の ー テ と でもよい とし り合
るようになることに きである。 とし ADHD の 的な は、
に障害 を た の の 、 にADHD を た 応
の い ー テ の の2点となる。 

ADHDの 断 に関する研    
意 の 断  4 , p 35 , う, 2016. より  
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38 

SDM 
Shared Decision Making  

医 と 者 が し (evidence)を し、 の につい
者が 意を するステ を 、実施する につい 者が合意

に達すること1 、2  

SDM  
者が 者か 重 いると る 
者の 信が し、 の ー が なる 
者も 者も 的に 話するようになることが 

期待 る 

ー スが重要な で し いる 
3 より  

1 Charles C, et al. Soc Sci Med 49 651-661, 1999. 
2 Charles C, et al. Soc Sci Med 44 681-692, 1997. 
3 か 理 15 161-169, 2012. 
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39 

期 医 の と 供のSDMの の  
の には、 もと のSDMの が必要 
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にADHDにASDが する場合はより になる 

と し ADHDではSDMの実 が  
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 30歳代女性。大学院博士課程に在学中。 

 既婚で、３児の母。 

 幼少期より落ち着きのなさや不注意を指摘されていたが自分
の性格と考えあきらめていた。 

 結婚、子育てと大人になるにつれ、生活上の困難が著しく
なってきた。 

 ストラテラの治験に参加。その際にADHDの不注意優勢型と
診断された。 

 現在、ストラテラ継続服用中。 

69 
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●	障害者総合支援法等での障害者

障害者総合支援法（18歳未満は児童福祉法で規定）では、対象者として身体障害者、知的障害者、精神障
害者、難病者等の 4つが示されている。
発達障害者は精神障害者に含まれることが法律上で示されており、高次脳機能障害者は、障害を理由とする
差別の解消の推進に関する基本方針（閣議決定された政府方針）において、精神障害者に含まれることが示
されている。

スライド3
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●	学校での障害種との違い

学校教育法等の法令や通知では、特別支援学校や特別支援学級、通級による指導の対象となる障害種が示さ
れている。
これらは診断名と同じではない。例えば、ダウン症は診断名だが、知的な遅れへの対応が主な課題の場合は
知的障害者として、運動機能への対応が主な課題の場合は肢体不自由者として、心臓疾患等への対応が主な
課題の場合は病弱者として対応することになる。
特別支援学級は小・中学校には設置できるが、高等学校には設置できない（学校教育法では設置可能だが、
必要な関連法令が未整備）。それに対し通級による指導は、平成 30年度から高等学校でも実施できること
になる。
通級による指導とは、小・中学校等の通常の学級に在籍している子どもが、学級を離れて自校または他校に
ある専門的な指導を行う教室（場）に通って、必要な指導や支援を受けることである。
なお、自閉症だけの子どもや情緒障害だけの子どもは、特別支援学校の対象ではない。特別支援学校の対象
は、「視覚障害者」「聴覚障害者」「知的障害者」「肢体不自由者」「病弱者（身体虚弱を含む）」の 5つの障害
種だけである。

スライド4

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	特別支援教育とは

障害者基本法や児童福祉法（障害者差別解消法）の対象となる障害者は、障害の状態に応じて合理的配慮の
提供や福祉サービスを受けることができるが、受けないこともできる。
合理的な配慮は、本人または保護者からの要請を受けて検討されるもので、押しつけられるものではない。
福祉サービスについては、法令等では障害者手帳等の所有を求めていないが、自治体によっては福祉サービ
スを受ける際の妥当性を担保するため、所有を条件にしている所がある。
合理的配慮の対象は障害者基本法に示されている障害者と同じであるため、障害者手帳の所有の有無は関係
ない。
学校でも同様に、障害者手帳の所有の有無に関係なく、障害により特別な教育的支援を必要とする場合には、
特別支援教育の対象となる。また、支援を必要としない場合には、特別な指導や支援を強制させられるもの
ではない。
特別支援教育とは、個々の教育的ニーズを把握した上で、生活や学習上の困難を改善・克服するために指導
や支援を行うものである。障害の状態の改善・克服ではなく、困難を改善・克服することに留意してほしい。

スライド5

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

は、障害のある の や に向けた
的な を するという 点に 、 人 人の

的 ー を し、 の る力を 、 や 上の を
は するた 、 な 必要な を うものである。 

た、 は、こ での の対 の障害 けでな 、
的な のない発達障害も 、 な を必要とする

が する の に い 実施 るものである。 

に、 は、障害のある の にと
、障害の や の の の いを しつつ な人 が

き きと できる の の となるものであり、 が
の の にとっ 重要な意 を っ いる。 

19 4 より  

5 

 



2-164
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●	各教科の目標や内容等

特別支援学校や特別支援学級での学習については、多くの人は経験したことがないため、誤解していること
がある。
特別支援学校は、小・中学校等に準じた指導を行うことになっている。準じたとは、原則同一ということ。
ただし、知的障害の特別支援学校については、知的な遅れの状態が個々に異なり、知的な遅れの状態に応じ
た指導が必要なため、独自の知的障害の教科が設定され、独自の指導形態（各教科等を合わせた指導等）で
行うことができる。
知的障害のある子どもが小・中学校等や特別支援学校に多いためこのような独自の教科や指導形態しか取れ
ないと考えている人がいるがそれは違う。
小・中学校の特別支援学級は、小・中学校の学級なので、原則は小・中学校の教科と指導形態であるが、必
要に応じて特別なカリキュラム（教育課程）を編成することができる。
その際、特別支援学校の学習指導要領を参考にすることができるが、知的障害がない子どもについては、知
的障害の教科や各教科等を合わせた指導を行うことは適切ではない。当該学年の教科または下学年の教科を
指導することも考慮する必要がある。

スライド6

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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●	病弱・身体虚弱とは

発達障害のある子どもの多くは、小・中学校等の通常の学級で必要な支援を受けながら学習するが、特に手
厚い指導や支援を必要とする場合には、特別支援教育支援員（または介護員）等を配置してもらったり、通
級による指導を受けたり、特別支援学級や特別支援学校で学習することも検討する必要があるが、スライド
4で説明したようにそれぞれの対象とする障害種が決まっているので留意してほしい。
近年は、病弱の特別支援学校の在籍者に、心身症や精神疾患の診断を受けた子どもや小児がんの子どもが多
くなり、学校によっては、全員が心身症や精神疾患の子どもという所もある。
学校や教育委員会によっては、病気の子どもは特別支援教育の対象ではないと考えていたり、病院内で行わ
れている教育が特別支援教育として実施されていることを知らなかったりする。
入院や治療のために特別な教育的支援を必要とする場合には、病弱者（身体虚弱者を含む）として特別支援
教育の対象になる。
病弱や身体虚弱は、上記にあるように医学用語ではない。また、入院中だけに限定しているものでもない。
医療の進歩や生活環境の変化等により、病弱や身体虚弱の子どもの実態は大きく変わってきた。
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●	病弱教育の現状と課題

病弱者や身体虚弱者を対象とする教育（病弱教育）は、子どもの実態（疾患の種類等）の変化や学習環境の
変化に伴い大きく変わってきた。
昭和 50年頃は、腎炎・ネフローゼによる入院中の子どもが多かったが、医療の進歩、社会環境や学習環境
等の変化により、身体疾患で入院する子どもが少なくなり、精神疾患や心身症等の子ども、小児がんの子ど
もが多くなってきている。
全国病弱虚弱教育研究連盟が隔年で実施している全国病類別調査（対象は病弱特別支援学級や病弱の特別支
援学校）では、対象となる子どもの 1/4 以上が精神疾患や心身症である。
病弱の特別支援学校だけならば、半分以上、またはほとんどが精神疾患や心身症だという学校が多い。
情緒障害短期治療施設から通学する子どもも多く、特別支援学校によっては、すべての在校生が施設の入所
者という所もある。

スライド8

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• で入 する もは な なり、うつ 等の 
や 等が  

 

• 研 の では、対 の もの 
上が や  

 

• の に すると、 上 は が 
等という が い 

8 
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●	病弱教育の対象

病弱教育の対象となる疾患については、すべてを列挙することはできないが、比較的多い疾患については、
特別支援学校の学習指導要領解説や教育支援資料等に例示されている。
近年は、身体疾患としては小児がんや喘息等のアレルギー疾患が多く、摂食障害等の心身症、うつ病等の精
神疾患が多い。
子どもの場合、身体疾患が心に影響を及ぼしたり、逆にストレス等が身体に影響を及ぼしたりすることも多
い。睡眠障害や慢性疲労症候群、起立性調節障害などの診断を受けている者も多いが、近年は、うつ病や双
極性障害、統合失調症等の診断を受けている子どもが多くなってきている。これらの子どもの中には、自閉
症や注意欠陥多動性障害等の診断を受けている子どもも多い。
しかし、学校や教育委員会によっては、精神障害は特別支援教育の対象でないと言うことがあるので、その
ような時は文部科学省が公表している特別支援学校の学習指導要領解説や教育支援資料で示されていること
を伝えてほしい。
なお、学習障害や注意欠陥多動性障害、自閉症等の発達障害の子どもについては、スライド 4にあるよう
に、通級による指導や自閉症・情緒障害特別支援学級の対象となることはあるが、発達障害だけでは病弱教
育の対象となるわけではないことに留意してほしい。
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

●	特別支援学校（病弱）における精神疾患の児童生徒の例

教育支援資料で記述されているように、病弱の特別支援学校では、うつ病や双極性障害等の精神疾患の診断
を受けた子どもが多くなってきている。
平成 20年・21 年に文部科学省の研究指定を受けていた青森県立青森若葉養護学校の研究報告書では、41
の発表事例の約 88%に当たる 36事例が精神疾患であった。
うつ状態の子どもが多いのは予想できたが、統合失調が 7事例あり、統合失調症の子どもも比較的多い。
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●	精神疾患の児童生徒の症状の経過

また、この報告書では、青森若葉養護学校に在籍中に、疾患名が変わる、または追加される子どものことに
ついても触れられている。
小学部や小学校の就学する頃は、発達障害の診断を受けていた子どもが、気分障害や解離性障害、うつ状態
等の診断を受けている。
このような子どもは、青森県以外の病弱の特別支援学校でも増えており、発達障害の診断を受けていた子ど
もが、いじめや虐待を受けて、不登校となったり、精神疾患を発症したりするケースが多い。

スライド11
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研修テキスト 
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●	特別支援学校の学校数と児童生徒数の推移

病弱の特別支援学校では、学齢児童の減少や入院の短期化、医療の進歩等により、在籍者数が減少している
所があるが、一方、小児がん拠点病院などに隣接している学校では増加している所もある。また、心身症や
精神疾患等の通学生が通っている学校では在籍者数が増加しているなど、学校によって大きく異なっている。
ある病弱の特別支援学校本校では、隣接する病院に入院する子どもだけが対象であったが、病院に学齢期の
子どもがいなくなったため、心身症や精神疾患等の通学生も対象としたところ、高等部の在籍者が増えた。
他の障害種を含めた特別支援学校全体としては、学校数も在籍者数も毎年増加している。この増加は、主と
して知的障害の特別支援学校によるものである。

スライド12
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スライド13

●	病弱・身体虚弱特別支援学級の学級数等の推移

小・中学校の病弱・身体虚弱特別支援学級については、精神疾患を対象としている所は少なく、主として身
体疾患または心身症の子どもが対象である。
病弱・身体虚弱特別支援学級の数は、この 10年間で倍増しており、その多くは、退院後も治療のために学
習する時間が限られていたり、生活管理等が必要であったりするため、特別支援学級での手厚い指導を求め
ているからだと思われる。
この内、病院内に設置された学級は約 270 学級であるため、残りの約 1700 学級は、小・中学校内に設置
された学級である。
他の障害種を含む特別支援学級全体としても、この 10年間で在籍者が倍増している。
この中には、発達障害の子どもが在籍する学級も多い。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

スライド 14

●	学校が抱える課題等の状況

小・中学校では、特別支援学級に在籍する子ども
が倍増しているが、それだけでなく、不登校児童
生徒の割合の増加、校内暴力件数の増加、日本語
指導が必要な外国人の増加、要保護・準要保護家
庭の増加、家庭の貧困化、子ども間や子どもと保
護者間での SNSトラブル、虐待により保護を受け
ている子どもの増加、食物アレルギーへの対応な
ど、さまざまな課題がある。
これらの課題の中には、例えば発達障害のある子
どもがいじめに合い不登校になったり、校内暴力
の被害者または加害者となったりするなど、関連
することも多い。
平成 19 年度からの特別支援教育の本格的な実施
以降は、教員や保護者が特別支援教育への理解を
深め、積極的に取り組もうとしているが、適切に
対応することができなくて、保護者とトラブルと
なることもある。特別支援学級だけでなく通常の
学級にも特別な支援を必要とする子どもがいるの
で、特別支援教育コーディネーター等の専門性の
向上が大きな課題の一つとなっている。
なお、新しい学習指導要領等が公示されたことに
伴い、平成 30 年度以降は、小・中学校等の通常
の学級でも障害特性に応じた指導内容や指導方法
を工夫することが、教員に求められている。（本格
的な実施は小学校は平成 32 年度、中学校は平成
33年度）
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スライド15

●	発達障害の可能性がある子どもの割合

文部科学省では、平成 14年度と平成 24年度に発達障害の可能性がある子どもに関する調査を行った。
平成 24年度の調査結果によると、学習面または行動面で著しい困難を示す子どもの割合は 6.5%であった。
平成 14年度の調査結果では 6.3%だったので、概ね変化はないと言える。
調査結果をどう解釈するかは、研究者により異なるが、この 10年間で特別支援学級に在籍する子どもが倍
増していることを考慮に入れると、増加しているとも言える。
また、この調査は、担当教員の主観に基づくものであり、医師等の診断に基づくものではないことにも留意
する必要がある。
なお、特別支援学級の在籍者の増加に関しては、「保護者の理解が広がったから」「特別支援学級に変わった
ことで入りやすくなったから」などの声を聞くことが多いが、それだけではなく、「学級全体が落ち着かな
くなった」「飛び出す子どもが増えた」という声も聞くことが多い。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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スライド16

●	発達障害の診断を受けた子どもと発達障害の可能性のある子ども（高知県での調査結果より）

文部科学省での 2回の調査結果では、学年が進行するに従って、その割合は減少している。6.5%という数
値は小学校 1年生～中学校 3年生までの平均であって、小学校だけに限定すると、もう少し高くなる。
高知県では平成 27年度に「平成 27年度高知県における特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する
実態調査」を実施し、その調査結果を公表している。
この調査結果によると、小学校の子どものうち、発達障害の診断を受けたのは 3.7%、発達障害の可能性が
あるのは 5.7%で、合計 9.4%となっている。
また、特別支援学校では発達障害の診断を必要としている訳ではないが、発達障害の診断を受けている子ど
もが 24.5%いる。このことから、特別支援学校でも発達障害の子どもの障害特性や必要な支援等について
の理解が必要と思われる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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スライド17

●	発達障害に関する理解

平成 17年度から施行された発達障害者支援法や、平成 19年度からの特別支援教育への移行により、学校
教育関係者には発達障害に関する理解が大きく広がってきた。しかし、学校では、飛び出す、急に怒る、攻
撃的になる、物事に固執するなどの行動上の特徴に注目されることが多く、学習障害や注意散漫など、他の
子どもに影響が少ないことについては、注目されにくい傾向がある。
学校教育における発達障害は、学校教育法等で示されている障害種とは異なる。文部科学省では、平成１９
年に通知を出し、発達障害は発達障害者支援法で対象となるものと同一であることを示している。発達障害
者支援法および同法施行令等では、疾病名については、身体疾患を含めた ICD-10 によるものが示されてい
るので、本章においても ICD-10 に基づいた表記に統一している。ICD-10 の F80-F89 と F90-F98 に含ま
れる疾患が対象であることを知らない教員も多い。文部科学大臣は、ナショナル・カリキュラムとして学校
種ごとに必要な教科の目標や内容等を学習指導要領として公示している。
最近は、発達障害等の通常の学級に在籍する子どもを含めて、多くの子どもが分かりやすい授業を行うため
に、子どもの障害特性を踏まえた取組みが行われ始めている。このような多様な子どもを前提とした分かり
やすい授業方法は「ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた指導」「授業のユニバーサルデザイン化」「授
業のユニバーサルデザイン」と呼ばれている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 発達障害者 の施 や の 的な に
い、 では発達障害に関する理 は がっ いる 

• に がある やADHDについ は、障害 を
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スライド18

●	現行の学習指導要領等（特別支援学校の学習指導要領解説より）

特別な教育的支援を必要とする子どもへの指導については、現行では、主として特別支援学校の学習指導要
領で示されていて、小・中学校の学習指導要領での記載は少ない。
また、特別支援学校には、発達障害を併せ有する子どもはいるが、対象となる障害種ではないため記載は限
定的である。現行の特別支援学校指導要領の解説（自立活動編）では、発達障害のある子どもへの指導につ
いても言及している。
しかし、平成 29年に改訂された小・中学校の学習指導要領では、各教科等の指導時に発達障害等の障害の
ある子どもへの配慮を求めており、同解説では各教科等の指導時の配慮事例も掲載されている。
例えば、小学校の国語科の配慮事項の一つとして、文字を読むことが困難な子どもに対し、文字を指でな
ぞって読むことをうながしたり、拡大コピーし行間を拡げたり、スリットを用いて読む行だけを見ることが
出来るようにしたりすることなどが例示されている。
平成 29年度は、各教育委員会を通して新学習指導要領が周知・徹底されていくので、平成 30年度以降は、
これらの配慮事例を参考にしながら、各学校で今まで以上に子どもの障害特性に応じた指導が展開されるこ
とが期待される。（小学校での本格実施は平成 32年度、中学校での本格実施は平成 33年度）

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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スライド19

●	特別支援学校の学習指導要領解説より

新しい学習指導要領や同解説の詳細は順次公表されていくので、ここでは現行の特別支援学校の学習指導要
領や同解説、Webサイトで公開されている教育支援資料において、どのように記載されているのか、見て
いくことにする。
最初は、特別支援学校の学習指導要領解説にある、病弱の特別支援学校での配慮事項での記述である。
ここでは、比較的多い疾患名を列挙しており、心身症や精神疾患が最初に記述されている。これらはあくま
でも例示であって、これら以外の疾患も対象なので、留意してほしい。
配慮例としては、日内変動が激しいので、「うつ状態のときは，過度なストレスとなるような課題を与えな
いなど，個々に応じた適切な対応を行う。」ことが例示されている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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の配慮事  



2-178

発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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-2  

うつ な の の の の場合 の な の
関 の や意 の な の が るが の

が によるものであることを理 できないことが い。このよう
な場合には 医 の を た上で の と を理
せるとともに スト スが の に を ることが いの
で の を ることができるように することが であ
る。 を ことでスト スとなった要 に かせたり

での話合いの で スト スを ける や発 する を
せたりすることも である。 

の  
1-(2) の の理 と 理に関すること 

特別支援学校での特別な指導領域として「自立活動」の指導が設定されている。これは、障害による学習上
または生活上の困難を改善・克服するための指導であり、個々の障害特性に応じた指導を展開している。
学習指導要領解説の自立活動編では、「うつ病などの精神性の疾患の児童生徒の場合，食欲の減退などの身
体症状，興味・関心の低下や意欲の減退などの症状が見られるが、それらの症状が病気によるものであるこ
とを理解できないことが多い。」と心身症や精神疾患の子どもへの指導についても例示している。
これらの学習指導要領解説での例示だけでなく、平成 25年 10 月に文部科学省が公表した教育支援資料の
病弱の箇所では、精神疾患に関する記述が多くあるので、次にそれらを紹介する。

スライド20
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スライド21

●	病弱教育の対象となる疾患

教育委員会などからの相談の中には、「うつ病や統合失調症は病弱教育の対象ではありませんよね」とか、
「病弱教育の対象は入院している子どもだけですよね」といった質問がある。
相談してきた教育委員会としては、「そうです」と応えてほしいのだと思うが、これらは間違っている。
精神疾患の子どもが対象であることは、先の学習指導要領解説にも記述されているし、文部科学省が平成
25 年に公表した「教育支援資料」（Web サイト http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
material/1340250.htmからダウンロード可）でも記載されている。
特に、病弱の特別支援学校にいる、うつ病や適応障害等の精神疾患の子どもの中には、自閉症や注意欠陥多
動性障害等の発達障害を併せ有していたり、いじめや虐待を受けた経験があったり、不登校を経験していた
りする子どもが多くなってきている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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 うつ 等の  
なスト スが する の で うつ や 障害 ううつ
を とする 障害等の を発 する 人が なっ き

いる。 は 供に うつ はないと た時 もあるが DSM-
が に出 か はDSMによる 的 断が する で うつ や

障害等の 断を ける 供は 人と に けっし し な
なっ いる。 
うつ はうつ けでな 合 な あ る 供の
によ る。 た や 障害 意 障害等

の発達障害の 断を けた 供がスト スの い に 応し
的に うつ を することがあるた 医な の で
ないと 断は しい場合が い。 

●	うつ病等の子ども

さまざまなストレスが増加する社会の中で、うつ病や双極性障害を中心とする気分障害等の精神疾患を発症
する大人が多くなってきているが、同様に、子どもも発症することが多くなってきている。特に子どもには
うつ病はないと言われた時代もあるが、今では変わってきているということを学校の教員に伝えるため、こ
こではこのように記述されている。
特にここでは、素人である教員が判断するのではなく、難しいケースについては専門家に相談するよう記述
されている。

スライド22
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スライド23

特に子どものうつ病は、大人の症状と異なることがあるので注意してほしい。ここでは「子供の場合は抑う
つ気分を言葉で表現することが難しいため，ぼうっとした感じになったり，不機嫌になったり，いらいらし
て周囲に当たり散らしたり，大人に反抗したり，頭痛や腹痛などの身体症状を訴えたり，不登校となったり，
学業成績が低下したりするなど子供特有の非定型な症状が見られるので注意が必要である。」と記述されて
いる。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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スライド24
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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スライド25

精神疾患等の子どもについては、「必要な場合には，速やかに児童精神科医や臨床心理士に相談すること。」
とある。
また、うつ病や双極性障害等だけでなく、10歳前後で統合失調症を発症することがあることにも言及して
いる。
自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害の診断を受けた子どもが増えていること、発達障害だ
けでは特別支援学校（病弱）の対象とはならないこと、学習障害や注意欠陥多動性障害の子どもは小・中学
校の通常の学級で学習することが基本であるとした上で、自閉症の子どもについては、自閉症・情緒障害特
別支援学級で学習することができることや、必要な場合には通級による指導を受けることができることも記
載されている。
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スライド26

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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スライド27
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スライド 29

●全国病弱虚弱教育研究連盟の事例集

病弱の特別支援学校では、以前から児童思春期病棟にて入院する子どもや情緒障害児短期治療施設（現在の
児童心理治療施設）に入所する子どもも対象に指導を行ってきた所もあったが、今は通学生として心身症や
精神疾患の診断を受けた子どもが学ぶ所も多くなってきている。
全国病弱虚弱教育研究連盟では、これらの学校での事例をとりまとめてWebサイト上で公開しているので、
参考にしていただきたい。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

29 

全国病弱虚弱教育研究連盟
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-187

スライド30

●	病弱を伴う情緒障害者や自閉症者

自閉症やADHDの子どもについては、基本的には小・中学校の通常の学級で学ぶが、子どもによっては通
常の学級だけでは難しいために特に手厚い指導が必要なことがある。
そのような場合には、通級による指導や自閉症・情緒障害特別支援学級で学ぶことも考慮する必要がある。
しかし、知的障害や病弱、身体虚弱を伴う場合には、それらの学びの場よりも、それぞれの障害の状態に応
じた学びの場について検討することが重要である。
そのため、「知的障害や病弱・身体虚弱を伴う場合は，それぞれの状態に応じて，知的障害特別支援学級，
病弱・身体虚弱特別支援学級，特別支援学校（知的障害，病弱）などにおいて教育を受けることを考慮する
必要がある。」と教育支援資料の情緒障害に関するページや、自閉症に関するページに記載されている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

的障害や を う場合は の に応
的障害

的障害 な に い を けるこ
とを 慮する必要がある。 
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

スライド31

●	発達障害のある子どもへの ICT等の活用

発達障害、特に学習障害の子どもの場合、認知特性のために文字の認識や言葉での伝達がうまくいかないこ
とがある。その際、困難な点を補助するために ICT等の補助手段を活用することも有効な方法である。
小・中学校、高校、特別支援学校での今後の ICTの効果的な活用の方向性を示している「教育の情報化ビ
ジョン」では、「学習障害のある子どもたちの中には認知処理の偏りのため文字を読むことが困難な者がい
る。そのような場合、情報通信技術によりその偏りや苦手さを補ったり、特異な処理を伸ばしたりするなど
の活用も考えられる。」と記述されている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-189

スライド32

●	デジタル教科書・教材の活用

また、ビジョンでは、障害の状態や特性に応じた ICTの活用をすすめるため、「デジタル教科書・教材につ
いては、障害の状態や特性等に応じたさまざまな機能のアプリケーションの開発が必要である。また、情報
端末等については、特別な支援を必要とする子どもたちにとっての基本的なアクセシビリティを保証できる
ことが必要である。」と明記されている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

32 

 
 

につい は、障害の や 等に
応 た な の ケー の 発が必要であ
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

スライド33

●	基礎的環境整備としての教材の充実

国連が平成 18年 12 月に採択した障害者の権利に関する条約では、障害のある人から合理的配慮の要請が
あり、それが合理的である場合には提供することが求められている。
学校教育における合理的配慮について検討を進める中で、個別に必要とされる配慮（合理的配慮）とその基
礎となる環境整備（基礎的環境整備）に分けて対応や環境整備を検討することにした。
障害のある子どもの障害特性等に応じた教材の整備は、基礎的環境整備の一環として進める必要があるので、
文部科学省では協力者会議を立ち上げ、その報告を「障害のある児童生徒の教材の充実について」として取
りまとめた。
この中では「渉外の状態や特性を踏まえた教材を効果的に活用し、適切な指導を行う」ことや「学校におけ
る必要な教材の整備、新たな教材の開発、既存の教材を含めた教材の情報収集」「これらの教材を活用して
適切な指導を行うための体制整備」などが求められている。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

障害のある の の 実につい  
• 障害の や を た を 的に し、 な を う 
• に ける必要な の 、 たな の 発、 の を た

の  
• こ の を し な を うた の  

には  
• での ー ースの  
• しやす 入しやすい や の研 等の  
• を する テ 等 の  
• の 的 を う による  
• や の や に関する 等の 者 の  

33 

 
 



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-191

スライド34

●	合理的配慮の観点

また、合理的配慮については、さまざまな観点から検討し、必要な配慮を進めていく必要がある。文部科学
省では合理的配慮の観点を示し、過不足なく検討し、充実させていくことを求めている。
この 11項目に分類された観点の中には、教員が始動時に配慮しなければならないことが多く、特に①の指
導内容・方法に関する観点は、教員一人一人が普段の指導の中で意識しておく必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 
-1  

-1-1 上 は 上の を するた の配慮 
-1-2 の  

-2  
-2-1 ケー の配慮 
-2-2 や の  
-2-3 理 の配慮 

 
-1 のある の  
-2 職 者 の理 発を るた の配慮 
-3 害時等の の  

施  
-1 の ー  
-2 発達、障害の 等に応 た ができる施 の配慮 
-3 害時等 の対応に必要な施 の配慮 
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

スライド35

●	心の健康問題の多様化、深刻化①

子どもの心の健康問題は多様化、深刻化してきていて、その健康問題を解決するには、児童精神科等の心の
診療にかかる医療関係者との連携を必要とするものが多くなってきている。特に子どもの場合は、心の健康
問題が身体に影響したり、身体の健康問題が心に影響したりするなど、心と身体が相互に影響することが多
いので注意が必要である。
心の健康問題は多様化、深刻化してきており、医療を必要とするケースが多くなってきている。特に学校で
は、不登校やいじめ、虐待、自殺願望、自傷行為、リストカット、拒食症等の摂食障害、睡眠障害、発達障
害の行動特性によく似た行動など、医療と連携・協力することが必要となってきている。
そのため、学校保健、生徒指導、教育相談、特別支援教育などの担当者が連携・協力することが必要である
が、それだけでなく、医療関係者、心理の専門家等の助言等を求めながら、対応を考えていくことも必要で
ある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-193

スライド36

●	心の健康問題の多様化、深刻化②

学校では、うつ病等のメンタルヘルスケアについては養護教諭等の学校保健関係者が、発達障害者等は特別
支援教育関係者が、いじめや虐待、校内暴力等は生徒指導関係者が担当するなど担当がそれぞれ異なる。こ
れらは校内での連携を必要とするが、学校によっては連携がとれていないことがある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

スライド37

●	心の健康問題の多様化、深刻化③

また、前述の「学校における子供の心のケア」（文部科学省：H26.3）では、障害のある子どもの特徴と災
害後の個別対応についても記載されているので、参考にしてほしい。
特に、災害時や避難時に、基本的な生活や今までの習慣を保つことは難しいので、子どもの不安や今後の行
動等について、子どもとコミュニケーションできる手段で、必要なことを伝えるとともに、子どもの不安な
気持ちを理解できるようにすることが大切である。
そのため個々の子どもに応じたコミュニケーション手段についても、周囲の人が知っているようにしておく
必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-195

スライド38

●	かかりつけ医にお願いしたいこと

教育関係者も、他の専門家も、専門性を持って子どもに関わっているが、より良い子どもへの支援につなげ
るためには、医療と教育における障害の捉え方や制度の違い、専門用語等を理解した上で、必要な助言等を
していただきたい。
一方的に話を進めても相互が納得できないままでは、最終的に困るのは子どもである。子どもが困ることが
ないようにする。
また、保護者が困っていると、特別支援学級や特別支援学校に変わることを勧める人もいるが、可能な限り
障害のある人と障害のない人が共に学び、共に育つというインクルーシブ教育システムの方向が重要である
という視点に立った上で、特に手厚い指導・支援が必要な場合には学校の教員と話をするようにしてほしい。
教育機関が、医療、福祉、保健、労働等の関係機関と連携して指導や支援に当たる際に、個別の教育支援計
画を作成しているので、その作成にも協力していただきたい。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 医 と に ける障害の や 度の いを理 した上
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

スライド39

●	多様な学びの場

学校では、小・中学校の通常の学級だけでなく、特別支援学級や通級による指導、特別支援学校の小・中学
部など多様な学びの場がある。
保護者が通常の学級にいる子どものことで悩んでいると、特別支援学級や特別支援学校に変わることを勧め
る人もいるが、慎重に検討してほしい。
今後は、可能な限り障害のある人と障害のない人が共に学び、共に育つというインクルーシブ教育システム
の方向が重要であるという視点に立った上で、特に手厚い指導・支援が必要な場合については、学ぶ場を変
わる方が効果的なことがあるので、そのような際は学校と話をする。
教育機関が、医療、福祉、保健、労働等の関係機関と連携して指導や支援に当たる際に、個別の教育支援計
画を作成しているので、その作成にも協力することにより、学校との綿密な連携、信頼関係を構築してほし
い。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-197

スライド40

●	Web上での情報発信

身体疾患や精神疾患の子どもへの理解と適切な配慮について理解を広めるために、全国特別支援学校病弱教
育校長会と国立特別支援教育研究所が中心となって、支援冊子「病気の子どもの理解のために」を関係者に
配布し、その PDF版をWebサイトに載せている。
身体疾患については、希少疾患も含めて疾患別に作成しているが、精神疾患については、疾患別ではなく、
「こころの病編」としてまとめられているので参考にするとともに、学校関係者と話をする際には紹介しな
がら話をしてほしい。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害、精神疾患の児童生徒等に対する今日の教育支援の現状と課題

スライド41

●	病気の子どものガイドブック

また、病気の子どもの教育制度や指導方法、指導事例等については、「病気の子どものガイドブック」を現
行の学習指導要領に基づいて作成している。
特別支援教育の制度、学習指導、入院時の転校や教科書などに関することとともに、特別支援学校や特別支
援学級での取り組み事例も掲載しているので、病弱教育に関する制度等について理解を深める際に活用して
いただきたい。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-199

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害者の就労支援

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト  
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-201

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害者の就労支援

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-203

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害者の就労支援

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 事がつ なかった 
• 人 関係で を た 
• に の障害を理 し も なかった 
• の人の を につけ せようと 的な ー を けた 
• 「障害な 関係ない、 力し な せ」と 重 になった 
• でい を けた 
• の業 、人 関係が出 なかった 
• 事をするのが いので向かなかった 
• に合 ない 事 った 
• 事の で いつかなかった 
• 人より時 がかかった 
• な 業が出 なかった 
• 期待に応 ようと ったが た 
• 人 関係のややこし 、 の に を き こした 
• の 力では に負 なかった 
• の ースで働けなかった 
• スト にあった 
• スト スと 力的に かなかった 
• 事の ができなかった 
• い にあったり、 たりした 

10 

 

スライド9

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 力 

•  

•  

•  

•  

9 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ー スキ とは 
• 事 のものの 力 

 
• 業 力 
• スー ーでは 

キ  
け 

 
出し 
ートの け 
う  

 

• トスキ とは 
• 事 の 力 

 
• 力 
• 対人関係 力 

、 、 る
な  

• ケー 力 
•  
• 職場での  

時 の過 し  

12 

 
 

スライド11

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• な 業が出 なかった 
• の 力では に負 なかった 
• 事の で いつかなかった 
• 事をするのが いので向かなかった 
• 人より時 がかかった 
• 事の ができなかった 
• に合 ない 事 った 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
•  
•  
•  
•   

11 
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発達障害者の就労支援

スライド13

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• の場の が かること 

• の発した を が のように け るかを 
すること 

• の を上 に に ることができること 

 

• ASD ス ト の人が することには 
がある 

14 

 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

の  

• とは  

• 力のす が対人関係  

期 期か 人期 つな い た に 

• ー スキ の  

• スキ を に 
ASDの人に対人関係スキ を 要しない 

100人できな もいい 
人に頼るスキ も場合によっ は必要 

13 
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スライド15

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

LSTとは、 スキ ト ー のこと 

 

スキ の 的 

• スキ の 的は、 人の人 を し、 と
を 的に することによっ な を 点

にある WHO, 1998 。 

• た  

 

16 

SST LST  

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• を た 

• に入 た 

• きの に た 

• に か を た、 で 
をした 

• は、 を のようにした いいか か なかった、 
しがも なかった 

• とは でも 人でできることか  
– 人の ー と な ートで  
– 人に頼ることも必要 

15 

 
 

スライド16
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発達障害者の就労支援

スライド17

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

人が 的に う  

 

スキ の  

• の スキ ストを  
ILSP Individualized Life Skills Plan  

18 

る 
 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. スキ   
2. のスキ  
3. 的 ケー スキ  
4. 対人関係スキ  
5. 意 スキ  
6. スキ  
7. 的 ができるスキ  
8. 的 スキ  
9. 対 スキ  
10.スト ス対 スキ  

17 

WHO る 
10  

スライド18
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スライド19

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

11. をせ に に職場 に ことができる 
12. ー を すことができる 
13. 場合によっ は な職場の に ることができる 
14.上 、 に「 はよう い す」の ができる 
15. を ることができる 
16. に な をすう、 ー ーを な

を ることができる 
17. 事が った に ー を すことができる 
18.時に応 業をすることができる 
19. 事が った に「 し す」の をすることができる 
20.スー ーや で い をすることができる 

20 

 
 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. った時 に で きることができる 
2. を うことができる 
3. を り ることができる 
4. を ことができる 
5. の場合 を ることができる 
6. の場合 をすることができる 
7. を トすることができる 
8. な に ることができる 、 も  
9. に をかけることができる 
10. り を することができる の場合は ができる  

19 
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発達障害者の就労支援

スライド21

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. 、 に な を し ことができる 

2. を ることができる 

3. 必要なものを と うことができる 

4. ができる ーを うことができる  

5. を出すことができる 

6. ができる 

 

22 

 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

21.ATMの ができる 
22. すると を うことができる 
23. をとることができる の場合は を うことがで

きる  
24.入 ができる も  
25. な の に ることができる 
26.テ を たりCDを いたり ー や を し

ことができる 
27. る に を ことができる 
28. な時 に することができる 

21 
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スライド23

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. 医者に ことができる 

2. 断を けることができる 

3. を し いる場合は点 を けることができる 

4. の場合は 修申 ができる 

24 

 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. や に ことができる 

2. 、 ス を う 

3. な の を し ことができる 

23 
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発達障害者の就労支援

スライド25

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

も した 労 ス トとは 
実 の 場で る ス ト 

な 実 の 場での ス トが重要か 

26 

 
 

  
の ス ト  

• 業 と実 の職 が なる 
より な職 、 業ス ー  

• 業 けはな 、 のものが 
なる 

に入る 、 こ る 、 い、
 

発達障害を っ いるス は
 

• したスキ を実 の職場で で
きない 

実 の 場での ス ト  
• な職 の が  
• と が 的に る 
• の を提供できる 
• トスキ の が になる 
• する

る る 
• の が できる 

スライド26

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1. 必要に応 にかかることができる 
2. を に け できる 
3. ができる 
4. なもの テ 、 、 な を 的に 入することが

できる 
5. の や 、 の の な を に断ることができる 
6. の人に ができる 
7. 必要に応 た い や ト、医 な ができる 
8. か が たときに 者等の 者に することができる 
9. スト スや なことが たときに で を かせることができる 
10. の 必要に応 た スキ 時の対応な ができる 

25 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

発達障害のある人の 労に向け

業医に期待 ること 

業医  

業医実 研修 ー 
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

●	産業医に求められる役割

発達障害の人は職場で時に、誤解されたり、孤立していることもある。産業医には、発達障害の人を受け入
れ、理解し、本人が困っていることを一緒に解決しようとする姿勢が求められる。
具体的には以下のような役割が求められる。
・	 発達障害を理解し，働き続けるために配慮が必要な場合、合理的配慮の提供について、ともに検討する
・	 職場の支援を得て継続的に働いていくために発達障害の人、ならびに上司や同僚を支援する

スライド1

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1 

る  

発達障害を理 し、働き けるた に配慮が必要な場合、 
合理的配慮の提供につい 、ともに する 

職場の を 的に働い い た に 
発達障害の人、な に上 や を する 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト  

  

  

2 

発達障害のある人の 
 労に向けた 業医の期待 る 
 につい 理 する 

発達障害のある人に きる 
 労上の につい 理 する 

●	本講義のねらい

本講義は、発達障害のある人に起きる就労上の問題について理解し、発達障害のある人の安定就労に向けた、
産業医に期待される役割について理解することを目標とする。
小児期を担当しているかかりつけ医等が受講者にいる場合、発達障害を抱えている児が、成人後抱える可能
性がある問題として、頭に入れていただきたい旨の説明をする。

スライド2
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

●	産業医とは

労働安全衛生法令で定められ、一定規模以上の事業所は産業医を選任することが義務づけられている。
受講者の中には、産業医として活動している医師もそうでない医師もいらっしゃるかと思うが、産業医とし
て活動をしている医師は、自身の役割を理解すること、産業医として活動していない医師は、連携相手に求
めることとして理解することを目的としていただきたい。

スライド3

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

労働 の により、 上の事業 は 業医を
することが け いる。 
 1000人 上 … の 業医 
 50人 上 ……  の 業医 

 
 
 
 
 
 
かかりつけ医とし を いる場合は につい 、 
業医を担 いる場合は の につい 理 いた 。 

3 
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●	継続して働いていくために

発達障害の人が配慮のない状態で働くと、その障害特性により、本人の能力では求められている仕事を達成
できない場合がある。求められている仕事ができないことは、職場が見過ごすなどして一時的に働けたとし
ても、長い職業人生から考えて、継続的に働くことは難しくなる。
配慮によって不得意な部分を補ったり、不得意な部分を求めない仕事に調整するなどして、仕事と本人が適
合した状態であれば、継続的に働くことができる。

スライド4

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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る  
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る 
 

 
 
 

る 

す  

る  

意  
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

●	雇用の分野における合理的配慮①

平成 28年 4月 1日から施行された障害者差別解消法は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられ
ることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解
消を推進することを目的としている。
配慮される障害としては、発達障害も含まれる。発達障害は、障害の中でも目に見えない障害であり、自己
認知が苦手な障害であることなどから、制度の運用においては本人・関係者の工夫が求められる。
下記調査の結果では、卒業直後に一般雇用で就職した発達障害者の 1年以内の離職率は 37.5%と高い。

文献
「教育から就業への移行実態調査報告書」（全国 LD親の会・会員調査）2005 年 1月
新規学卒者の離職状況　厚生労働省　調査
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html
平成 15年
高校	 1 年以内離職率	 25.1%
短大等	 1 年以内離職率	 19.1%
大学	 1 年以内離職率	 15.0%

スライド5

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

5 

る 
 

2016 4 1 に施 る「障害を理 とする の の
に関する 」( 「障害者 」)により、事業者には、
障害のある人に対する合理的配慮を な り提供することが

るようになった。 
 

の に ける合理的配慮とは、障害者と障害者でない者との
等な と待 の 、 障害者の 力の な発 の 障と

なっ いる事 を することである。 
 

する障害者である労働者の障害の に配慮した職 の な
に必要な施 の 、 を う者の配 の の必要な

を なけ な ない。 
 

の労働者が 力で できるように、ス ー を
する。 
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●	雇用の分野における合理的配慮②

合理的配慮実施までのプロセスは、本人からの相談「必要な配慮の申し出」から始まり、次に本人と企業が
話し合いを行い、お互い合意した配慮について実施し、実施後も見直し改善が行われるというものである。

スライド6

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

6 

る 
 

1-1   
人や  
者か の 

1-2   

 

業か の   

2 
人 と 
業で  

3 
いに合意 

した配慮の   

4 

配慮につい   

合理的配慮に関する 的な  
合理的配慮は、 の事 を する障害者と事業 との 理 の で提供
る き のものであること。 

合理的配慮の提供は事業 の であるが、 の合理的配慮につい 、事
業 が必要な 意を っ も の する労働者が障害者であることを り
なかった場合には、合理的配慮の提供 を ない。 

合理的配慮の提供が にな るようにするという 点を 、障害者も
に働 人の労働者であるとの の 、事業 や 職場で働 者が障害の
に関する しい の や理 を ることが重要であること。 

過重な負担にな ない で、職場に い 障となっ いる事 等を す
る合理的配慮に係る が あるとき、事業 が、障害者との話合いの 、
の意向を に 重した上で、より提供しやすい を ることは し
ないこと。 た、障害者が する合理的配慮に係る が過重な負担であ

るとき、事業 は、 障害者との話合いの 、 の意向を に 重した上
で過重な負担にな ない で合理的配慮に係る を ること。 

人や  
者か の  

発達障害は に ない障害なので、 
人や 者か の が必要になっ る 
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

●	過重な負担の考慮要素

基本的には本人の求めに応じて合理的配慮が行わなければならない。しかしながらその実施に伴う負担が過
重である場合は除くとされている。
ここで、負担が過重であるか否かを判断するにあたっては、	次に掲げる要素を総合的に勘案しながら、個別
に判断することとされている。示しているのは、厚生労働省の合理的配慮指針より、過重な負担の考慮要素
とされているものである。
①	実務・事業活動への影響の程度

当該措置を講ずることによる事業所における生産活動やサービス提供への影響その他の事業活動への影響
の程度をいう。

②	実現困難度
事業所の立地状況や施設の所有形態等による当該措置を講ずるための機器や人材の確保、設備の整備等の
困難度をいう。

③	費用・負担の程度
当該措置を講ずることによる費用・負担の程度をいう。ただし、複数の障害者から合理的配慮に関する要
望があった場合、それらの複数の障害者に係る措置に要する費用・負担も勘案して判断することとなる。

スライド7

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

事業 の の 度 
   事 事業の 的 を なうか か  

実 度 
   理的 的 、人的 上の  

負担の 度 

業の  

業の  

的 の  

7 

 



2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-221

④	企業の規模
当該企業の規模に応じた負担の程度をいう。

⑤	企業の財務状況
当該企業の財務状況に応じた負担の程度をいう。

⑥	公的支援の有無
当該措置に係る公的支援を利用できる場合は、その利用を前提とした上で判断することとなる。
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

●	発達障害に対する合理的配慮の実例

上に挙げたのは、発達障害に対する合理的配慮の実例である。
口頭での業務指示が通りにくかったり、段取り良く仕事をすることが苦手な人がいるので、その場合、業務
指示やスケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手順について図等を活用したマニュアルを作成
するなどの対応が有用である。
また、障害特性として、集中しすぎて疲れやすい人や、体調を崩しやすい人がいる。そのような場合は、体
調に応じて働けるよう休憩を取りやすい環境づくりが有用なこともある。

スライド8

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

8 

する 
 

業 や に関し、担 者を ること 

業 やスケ ー を にし、 を つ つ出す、 
業 につい 等を した 

を する等の対応を うこと 

出 時 に関し、 に配慮すること 

過 を するた 、 スの や 
の を る等の対応を うこと 

人の ーに配慮した上で、 の労働者に対し、 
障害の や必要な配慮等を すること 
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●	継続して働いていくために

産業医として、主治医として、先ほどのプロセスにどのように関わるかを説明する。
はじめに、発達障害の労働者が、見えない障害であること、自分の障害特性を理解し、必要な配慮について
適切に評価できていない場合があることと、職場側も発達障害の知識を十分有していることは少ないことを
理解してもらい、関わる必要性について説明する。

スライド9

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

●	職場で適応して働いていくために必要な要素

発達障害者が職場で適応して働いていくために必要な 14要素はスライドの通りである。
特に、職場での配慮は周囲が納得できる配慮であることについて強調したい。周囲が納得できない配慮であ
れば、配慮の継続性がなく、1日の長い時間を過ごし働き続ける職場で、上司、同僚に暖かく受け入れても
らうことを想像していただきたい。

スライド10

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	産業医が遭遇する発達障害者

産業医が遭遇する発達障害者は、診断の有無、雇用形態については、障害者雇用かつ一般雇用もありうる。
調査結果は、日本産業衛生学会専門医を対象としたH25 の質問紙調査結果を示している。診断はされてお
らず、一般雇用で働いているケースが、まれではなく、産業医の 8割はそのような事例に遭遇していた。
産業医の支援対象は、支援開始当初は、一般雇用され、発達障害の診断をまだ受けていない人もありうるこ
とを理解し、これから説明する、職場で生じやすい問題を知る必要性について言及する。

スライド11

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

11 
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

●	一般雇用で継続して働いていくために

「配慮をする」、「配慮をしてもらう」という一方的な関係で、周囲に求められる配慮が大きい場合などは、
本人と上司・同僚の間に軋轢が生じたり、本人も能力を生かせていない可能性がある。
そのため、目指す姿としては、簡単なことではないが、本人の能力に合わせた仕事を用意できることが望ま
しい。例えば、数字に強いという特性を持ち、人前での発表などに極度に緊張をしてしまう特性がある人は、
多くの数字を取り扱う資料の作成などの業務を多く引き受け、会議での発表などは同僚に任せるなどをする
と、同僚からの納得感が得やすいことがある。

スライド12

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

12 
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スライド13・14・15

●	発達障害のある人（強く疑われる人も含む）
に起きる就労上の問題

一般雇用で就職し、その後、発達障害の診断を受
けた 26 例の事例調査の結果のうち、職場で生じ
ていた就労上の問題の割合を示す。
コミュニケーションの問題が最も多く生じている
が、逆にコミュニケーションの問題が生じていな
いケースもあることにも注目すべきである。

●	職場で生じていた問題
①	コミュニケーション上の問題
コミュニケーション上の問題が生じていた場合の
例。
・	 業務指示やアドバイスが通らない
・	 指示が多くなると理解できない
・	 不適切な言動が多い
・	 派遣社員に業務指示ができない

②	仕事の段取りの悪さ

仕事の段取りの悪さで問題が発生していた場合の
例。
・	 複数の業務を同時進行できない
・	 予定や計画が立てられない
・	 不必要に丁寧すぎ、時間がかかる
・	 工程を離れられず、休憩を取らない

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

13 
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発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

③	本人のこだわりによる問題

本人のこだわりにより問題が生じていた場合の例。
・	 学生時代の知識にこだわり、周囲の意見に耳を
貸さない

・	 会社に対し文書での説明を求める
・	 言葉にこだわりがあり、話が長引く
・	 一部不明な点があると着手できない
・	 部屋や書類の整理ができていない

④	ワガママと評価される

本人の社会性の障害による言動により、上司や同
僚にわがままな性格などと評価される問題が生じ
ていた場合の例。
・	 他罰的な言動が多くトラブルに
・	“報告・連絡・相談”ができない
・	 ミスを認めない、反省しない
・	 自分の仕事以外は手伝わない
・	 飲み会等の交流に不参加

⑤	不注意による問題

本人の不注意で仕事上のミスが目立つなどの問題
が生じていた場合の例。
・	 忘れ物が多い
・	 単純作業で、他者にはないようなミス
・	 運搬車両運転で、衝突事故が多い
・	 電源の切り忘れ、施錠忘れ
・	 危険に対しての意識が低い

スライド16・17・18

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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スライド19・20・21

⑥	職場の受け入れに影響を与えるほどの問題

本人の思い込みなどにより、その後職場の受け入
れ状況に影響を与えるほどの大きな問題が生じて
いた場合の例。
・	 自分はリストラ対象だと考え各部署に脅迫めい
た電話をする

・	 ストーカー行為
・	 被害妄想

⑦	職場でパニックになる

職場でパニックになるという問題が生じていた場
合の例。
・	 仕事の方法がわからないとき
・	 思い通りにいかないとき
・	 上司と連絡が取れないとき
・	 部の食事会のとき大声で叫んだ
・	 以前から折り合いの悪かった上司に、突然大声
で

⑧	感覚過敏による問題

本人の感覚過敏（聴覚過敏など）による問題が生
じていた場合の例。
・	 部屋の温度や周りの雑音
・	 他者の笑い声や足音への過敏
・	 手掌・足底過敏により安全手袋・靴下を着用せ
ず

・	 さまざまな部位の痛みを訴え、欠勤が度重なる

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2-230

発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

スライド22

●	産業医につながるケース

産業医が、発達障害の人につながるキッカケとして考えられるものを列挙する。
発達障害の人を支援するためには、タイミングが重要なので、さまざまなキッカケを通じて、発達障害の人
に気づき、タイミングを逃さないことを強調する。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-231

スライド23

産業医としての視点は、継続的に働いていけるか、診断をすでに受けていて、本人が障害を受容している
か？という点である。
継続的に働いていけるかの着眼点は、示した通りである。
継続的に働いていける状態であれば、産業医として介入をする必要性はない。継続的に見守り、問題が生じ
た時点で介入をすればよいと考えられる。
しかし、継続的に働いていける状態でなければ、診断を受けることを促したり、本人が障害を受容し、合理
的配慮を本人より申し出るまでのステップを支援する必要がある。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト  
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2-232

発達障害のある人の安定就労に向けて産業医に期待されること

スライド24

●	地域のかかりつけ医として

地域のかかりつけ医としての視点は、発達障害の患者が働いている場合、職場で問題なく働けているか？　
着眼点としては、本人が困っていないか？という点である。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト  
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2.　発達障害の診断、治療・支援、連携に関する基本的知識 2-233

スライド25

●	留意する点

合理的配慮の提供は、事業者側の理由により断られることもあるため、配慮の提供は当たり前という認識で
伝えることは適切ではない。
また、産業医の先生が介入する時点で、本人のこれまでの言動などにより、必要な信頼関係がないケースも
あるため、言動の背景として考えられる障害特性の説明を丁寧にするなど、関係性づくりが必要な場合もあ
る。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

25 

留意する点 

• 発達障害の人に過度な期待をもたせない 
ように留意する。 

• 介入する時点で、職場と労働者が、「申し出」や
「話し合い」、「配慮の実施」に必要な信頼関係が
ないケースもある。 

⇒合理的配慮の提供は、「過重な負担」であった場合、
事業者は断ることができる。 




